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2018 年（平成 30 年）3 月 23 日 
子ども青少年部 子育て企画課 

 
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業確認指導（集団指導）質疑応答 

 
１ 特定教育・保育施設 
No. 質 問 回 答 
1 実地指導の事前提出資料について、個別

に通知ということだが、「運営基準」に

ついては、どのような書類が対象となる

のか。 

県の施設監査で指定される書類を基本と

して、事前提出資料の内容に応じて指定

させていただきますが、原則として、こ

の確認指導（実地指導）のために新たに

資料等を作成いただく必要がないように

いたします。 
2 事前提出資料の様式中４ページの「４ 

内容及び手続きの説明及び同意」にある

保護者の同意について、これまで書面に

よる同意までは求められていないが、実

地指導では文書まで求められるのか。 

運営基準上、文書による同意までは求め

ていないため、実地指導においても同様

です。なお、確認指導・監査の実施に当

たって新たに基準を設けることはいたし

ません。 
3 事前提出資料の様式中８ページの「２０ 

運営規程」の「（３）職員の職種、員数

及び職務の内容」について、処遇改善等

加算についての通知の改正への対応と

して新たに設定した職種（副主任保育士

等）について、市から記載例が示される

か。 

記載方法、当該事由による変更届の要・

不要について、県に照会中です。 
わかり次第、園長会等でお示しします。 

4 実地指導の実施計画について、４月下旬

～５月上旬に公表予定ということだが、

保育所については県の施設監査と同時

実施なので、市のスケジュールをもって

県のスケジュールがわかるということ

でよいか。 

次年度については、保育所は県が実施す

る中から対象を選定させていただくた

め、市で実施予定のところは県でも実施

が予定されているということになりま

す。 
ただし、次々年度以降、県と市で実施年

度がずれる場合は、単独で実施する場合

もございます。 
5 事前提出資料の様式中１０ページの「３

２事故発生の防止及び発生時の対応」に

ある【報告の対象となる重大事故の範

囲】について、「疾病を伴う重篤な事故

等」とは、どのようなものか。 

負傷以外ということですと、重度の熱中

症などが考えられます。報告の要・不要

の判断がつかない場合は、保育課へご相

談ください。 
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２ 特定地域型保育事業 
No. 質 問 回 答 
1 施設監査と確認指導（実地指導）を同時

に実施することで、所要時間が長くなる

のではないか。 

確認指導（実地指導）を実施することで施

設側の負担が増えることが無いよう配慮

させていただきます。 
所要時間の目安については、実施通知の際

にお示しいたします。 
2 公定価格に関する部分で当日準備する書

類はどのようなものか。 
また、顧問税理士の同席が必要か。 

地域型保育給付費の支給に関する証ひょ

うとして当日ご用意いただく書類につい

ては、現在検討中のため、実施通知の中で

指定させていただきます。 
また、顧問税理士等の出席については、実

施通知で指定する書類等を踏まえて各施

設でご判断ください。 
3 実地指導では前年度の書類だけが検査の

対象になるのか。 
確認指導（実地指導）では、精算が済んだ

前年度の地域型保育給付費の支給が対象

となります。 
4 事業所で整備することとされている書類

を事業所外の貸しスペース等に保管して

も問題ないか。 

確認指導（実地指導）等で提出を求められ

た際に、速やかに対応可能な場所であれ

ば、必ずしも事業所の中でなくても問題あ

りません。 
 

以 上  


